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平成３０年度答申第７２号 
平成３１年２月２５日 

 
諮問番号 平成３０年度諮問第７０号（平成３１年１月２８日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続却下処分に関する件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 
 

結     論 
 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
 １ 事案の経緯 
 （１）審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）は、平成２７年５月５日、

１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特許協力条約（以下「特

許協力条約」という。）に基づき、Ａ国特許庁に対し、平成２６年５月５

日及び同年１１月４日を出願日とするＢ国における特許出願２件を基礎と

する優先権を主張して、外国語（Ｃ語）による国際出願をした（以下「本

件国際出願」という。）。本件国際出願は、特許法（昭和３４年法律第１

２１号）１８４条の３第１項の規定により平成２７年５月５日にされた我

が国の特許出願（以下「本件国際特許出願」という。）とみなされた。 
（２）審査請求人は、最先の優先日（優先権主張の基礎となる先の特許出願の

日のうち最先のもの）から２年６月（以下「国内書面提出期間」という。）

が満了する平成２８年１１月７日（同月５日及び６日は行政機関の休日に

関する法律（昭和６３年法律第９１号）１条１項１号に掲げる日に該当す

るため、特許法３条２項の規定により、同期間の末日はその翌日の同月７
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日となる。以下「本件国内書面提出期限」という。）までに、特許庁長官

（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に対し、本件国際特許出願に

ついて、明細書の翻訳文及び請求の範囲の翻訳文（以下「明細書等翻訳文」

という。）を提出しなかったこと（以下「本件期間徒過」という。）から、

特許法１８４条の４第３項の規定に基づき、本件国際特許出願は取り下げ

られたものとみなされた。 
（３）審査請求人は、平成２８年１２月２６日、処分庁に対し、特許法１８４

条の５第１項に規定する書面並びに同法１８４条の４第１項に規定する明

細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文を提出する（以下「本件国内書

面に係る手続」という。）とともに、平成２９年１月６日、処分庁に対し、

回復理由書を提出した。 
（４）処分庁は、平成２９年１１月２１日発送の却下理由通知書により、審査

請求人に対し、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することがで

きなかったことについて正当な理由があるとはいえず、特許法１８４条の

４第４項の要件を満たしていないことから、本件国内書面に係る手続は同

法１８条の２第１項本文の規定により却下すべき旨を通知するとともに、

弁明の機会を付与したが、審査請求人から弁明書の提出はなかった。 
（５）処分庁は、平成３０年３月２７日付け（同年４月３日発送）で、審査請

求人に対し、本件国内書面に係る手続について、却下理由通知書に記載し

た理由による却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。 
（６）審査請求人は、平成３０年７月４日（同月３日差出）、審査庁に対し、

本件却下処分の取消しを求めて、本件審査請求をした。 
（７）審査庁は、平成３１年１月２８日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。 
 以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、国内書面並びに明細書、請求

の範囲、図面及び要約の翻訳文、回復理由書、却下理由通知書並びに手続却

下の処分から認められる。 
２ 関係する法令の定め 
（１）国際出願による特許出願 

特許法１８４条の３第１項は、特許協力条約の規定に基づく国際出願日

が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むものは、その国際

出願日にされた特許出願とみなす旨規定する。 
（２）明細書等翻訳文の未提出による外国語でされた国際特許出願のみなし取
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下げ 
特許法１８４条の４第１項本文は、外国語でされた国際特許出願の出願

人は、優先日から２年６月の国内書面提出期間内に、同法１８４条の３第

１項に規定する国際出願日における明細書及び特許請求の範囲の翻訳文

（明細書等翻訳文）並びに図面及び要約の翻訳文を、特許庁長官に提出し

なければならない旨規定する。 
特許法１８４条の４第３項は、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の

提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみな

す旨規定する。 
（３）正当な理由が認められた場合の翻訳文提出 

特許法１８４条の４第４項は、同条３項の規定により取り下げられたも

のとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に明細書等

翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるとき

は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書等翻訳文並びに図面及び

要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる旨規定する。 
特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）３８条の２第２項

は、経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなっ

た日から２月とする旨、ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間の経

過後１年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後１年とする旨規定す

る。 
（４）不適法な手続の却下 

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とする旨規定し、同条２項は、同条１項の規定により却下しようとすると

きは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、

弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。 
 ３ 審査請求人の主張の要旨 
（１）審査請求人から委任を受けたＰ特許事務所（以下「本件代理人事務所」

という。）は、平成２８年１１月６日、Ｑ社に対し、本件国際出願につい

て、日本を含む計８か国に国内移行するよう指示（以下「本件国内移行指

示」という。）する電子メールを送信した。Ｑ社Ｄ国支社に所属するＲ氏

（本件代理人事務所に関する管理責任者）は、本件国内移行指示を受信し

た旨の電子メールを返信し、その後、同社の業務処理方法に従い、スマー
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トフォンを利用して、同社Ｅ地本社の見積・業務担当部署に対し、本件国

内移行指示を伝える電子メールを送信しようとした。しかし、当該スマー

トフォンに発生した機能障害（このことは、現地携帯電話店において確認

された。）により、当該電子メールを送信することができず、その未送信

にも気付くことができなかったため、同社が日本への国内移行を日本の特

許事務所に指示したのが本件国内書面提出期限後となったのであるから、

本件期間徒過には特許法１８４条の４第４項所定の正当な理由がある。 
（２）工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）２条

（１）は内国民待遇、すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件

及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵

害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる旨規定するが、外国人

に内国人と同様の条件を課した場合、外国人に著しく不利になる場合には、

実質的には内国民待遇に違反することになる。そして、本件却下処分は、

世界最高水準ともいえる日本人の事務管理と同程度の基準によって外国人

代理人が講じた措置を判断しており、実質的に内国民待遇に違反する。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見

の概要は以下のとおりである。 
 １ Ａ国に所在する本件代理人事務所は、本件国内書面提出期限の前日である平

成２８年１１月６日（日曜日）午後６時（Ａ国現地時間ではａ時）に至って、

Ｑ社Ｄ国支社に対し、本件国内移行指示をしたとのことであり、Ａ国、Ｂ国、

Ｄ国及び日本の間には相応の時差があり、各地の代理人には個別の業務時間

もあることからすれば、審査請求人から本件代理人事務所に対する指示がさ

れた時期等の経緯が不明であるものの、客観的にみて、本件国内移行指示は、

本件国内書面提出期限との関係で時間的余裕が十分でなく、場合によっては

本件期間徒過が生じる可能性が相当程度ある状況下においてされたものと評

することができる。そして、同社は、そのような状況下において、本件国際

出願の国内移行手続を受任した以上、各地の時差や各地の代理人の業務時間

等を考慮した上で、期限内に手続を完了させるために必要な措置を講じるこ

とが求められるというべきである。しかしながら、審査請求人が主張する本

件期間徒過に至る経緯等をみても、同社のＲ氏は、通常の場合に求められる

同社の業務手順に従い、本件国内移行指示を伝える電子メールを送信するな

どしたにすぎず、上記のような状況に応じた必要な措置を講じたとはいえず、
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審査請求人が主張する事情を考慮しても、同社が本件期間徒過を回避するた

めに相当な注意を尽くしていたということはできない。 
２ 審査請求人は、本件却下処分が内国民待遇に違反する旨主張するが、その

主張は、内容自体から、パリ条約２条の規定を正解しない独自の見解に基づ

くものであることが明らかであり、採用することはできない。 
第３ 当審査会の判断 
  当審査会は、平成３１年１月２８日に審査庁から諮問を受けた。その後、当審

査会は同年２月１４日及び同月１９日の計２回の調査審議を行った。 

  また、審査請求人から、平成３１年２月１３日に、主張書面の提出を受けた。 

１ 審理員の審理手続について 

  当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する

審理員の審理の経過は以下のとおりである。 

（１）審理員の指名 

審査庁は、平成３０年８月１３日付けで、本件審査請求の審理手続を担

当する審理員として、特許庁総務部総務課法務調整官であるＳを指名し、

同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成３０年９月１４日付けで、処分庁に対し、同年１０月

１５日までに弁明書を提出するよう求めた。 

イ 処分庁は、平成３０年１０月１１日付けで、審理員に対し、弁明書を

提出した。審理員は、同月１８日付けで、審査請求人に対し、弁明書の

副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には同年１２月１８日

までに提出するよう求めた。 

ウ 審査請求人は、平成３０年１２月１８日付けで、審理員に対し、反論

書を提出した。 

エ 審理員は、平成３１年１月１７日付けで、審査請求人に対し、審理を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時

期が同月２３日である旨を通知した。 

オ 審理員は、平成３１年１月２３日付けで、審査庁に対し、審理員意見

書及び事件記録を提出した。 

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

２ 本件却下処分の適法性及び妥当性について 
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（１）審査請求人は、本件代理人事務所から本件国際出願に係る国内移行手続

の指示を受けたＱ社において、通常の処理に従い、本件代理人事務所に関

する顧客管理担当者であるＲ氏が見積・業務担当部署に対し、スマートフ

ォンを利用して当該指示に関するメールを転送しようとしたが、当該スマ

ートフォンの機能障害により送信されず、結果として、同社が日本の代理

人に対して国内移行手続の指示をしたのが、本件国内書面提出期限後にな

ったのであり、本件期間徒過には正当な理由がある旨主張する。 
（２）特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるときとは、特段

の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人や代理人として、相当な注

意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明

細書等翻訳文を提出することができなかったときをいうものと解するのが

相当である（知的財産高等裁判所平成２９年３月７日判決）。 
（３）そこで、本件について審査請求人が主張する経緯（回復理由書、審査請

求書等）を踏まえて検討する。 
本件代理人事務所から本件国内移行指示を受けたＱ社は、審査請求人及

び本件代理人事務所がＡ国に、Ｑ社の本社がＢ国に、支社がＤ国及びＡ国

に、それぞれ所在し、最終的に日本の代理人に国内移行手続を依頼する必

要があることから、関係者の間には相応の時差があることを踏まえて、本

件国内書面提出期限を遵守できるよう業務を行う必要があった。そうした

ところ、同社の業務規則によれば、通常、顧客から国際出願に関し国内移

行の指示を受けた顧客管理担当者は本社の見積・業務担当部署に連絡する、

同部署は当該移行手続に係る見積りを作成して期限管理システムに情報を

入力する、当該手続のプロジェクトマネージャーは期限管理システムを使

用して各国の代理人に国内移行の指示をするという業務プロセスをとるこ

ととなっており、取り分け、本件国内書面提出期限の前日に国内移行の指

示を受けた本件においては、期間徒過が生じるおそれがあることを想定し

て、同社の関係者の間で連絡に対して受領した旨の返信を求めるなど、確

実かつ迅速に業務を行うことが必要だったというべきである。更にいえば、

同社では、顧客からの緊急の依頼に対しては、本社及び各国支社の担当者

（顧客管理担当者、見積・業務担当部署、担当プロジェクトマネージャー

等）が電子メールや電話等により、当該依頼を共有する体制を整えている

というのであり、本件代理人事務所からの国内移行の指示が本件国内書面

提出期限の前日となった本件においては、本件国内移行指示を受けたＱ社
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としては、望ましくは当初から、遅くともＲ氏のスマートフォンの機能障

害が認識された時点では、当該体制により確実かつ迅速に対応すべきであ

ったというべきである。 
しかしながら、本件国内書面提出期限の前日の平成２８年１１月６日

（日本時間。以下同じ。）、本件代理人事務所から本件国内移行指示を受

けたＱ社では、顧客管理担当者（Ｄ国支社のＲ氏）が、当該指示を受領し

た旨を本件代理人事務所に返信した同日１８時２４分以降、本社の見積・

業務担当部署（Ｂ国）に対し、当該指示があった旨の電子メールを送信し

たというのであるが、同部署が必要な対応を始めたか否かを確認しておら

ず、さらに、本件国内書面提出期限である同月７日午後、同部署に当該電

子メールが送信されていないことに気付いた後も、同部署に同じ内容の電

子メールを送信したというだけで、日本の代理人を含めた関係者で当該指

示を共有するといった緊急時にとるべき対応を何らとっていない。 
そうすると、本件代理人事務所から国内移行手続を受任したＱ社では、

本件国内書面提出期限までに当該手続が適切に遂行されるよう、適切な業

務管理が行われていたということはできず、相当な注意を尽くしていたと

は認められない。審査請求人は、Ｒ氏のスマートフォンの機能障害があっ

たことを特段の事情として主張しているものと解されるが、当該機能障害

があったという事情はうかがえるものの、この判断を左右するものではな

い。 
したがって、本件期間徒過は、Ｑ社において、相当な注意を尽くしてい

たにもかかわらず、客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を

提出することができなかったときに当たるということはできず「正当な理

由」があったということはできない。 
（４）上記で説示したところに加えて、「期間徒過後の救済規定に係るガイド

ライン」（平成２８年３月特許庁）についても検討する。 
特許庁は、正当な理由による権利の回復が認められるか否かについて、

出願人等の予見可能性を確保することを目的として同ガイドラインを公表

しており、同ガイドラインでは、手続をするために出願人等が講じていた

措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置（相応の措置）であっ

たといえる場合に、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に

至ったときには、期間内に手続をすることができなかったことについて

「正当な理由」があるものとして、期間徒過後の手続を許容するという考
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え方が示されている。本件について、同ガイドラインの上記の考え方に沿

って検討しても、Ｑ社において、国内書面提出期間の管理を適切に実施す

るための相応の措置を講じていたと認めるに足りる主張・立証はないこと

から、結論に異なるところはない。 
（５）審査請求人は、本件却下処分は日本人の事務管理の基準によって外国人

代理人が講じた措置を判断しており、実質的に内国民待遇の原則（パリ条

約２条）に違反する旨主張するが、同条は、同盟国の国民は、内国民に課

される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受けるべき旨を規

定するものであり、特許法の規定を出願人が日本国民である場合と同様に

適用してされた本件却下処分が上記原則に違反するものでないことは明ら

かである。審査請求人の主張は独自の見解に基づくものであって、採用す

ることはできない。 
３ まとめ 

   以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件

審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
 
    行政不服審査会 第３部会 

委   員   戸   塚       誠 

委   員   小 早 川   光   郎 

委   員   山   田       博 


